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薬
剤
師
の
配
置
基
準
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

衆
議
院
議
員
緒
方
林
太
郎
君
提
出
薬
剤
師
の
配
置
基
準
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
に
関
し
、
次
の
通
り
再
質
問
す

る
。

一

平
成
二
十
七
年
度
厚
生
労
働
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
「
薬
局
・
薬
剤
師
の
業
務
実
態
の
把
握
と
そ
の
あ
り
方
に
関
す

る
調
査
研
究
」
の
「
Ｄ
�
考
察
」
に
お
い
て
は
、
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

「
な
お
、
一
処
方
箋
の
全
体
時
間
は
、
十
薬
局
と
い
う
限
ら
れ
た
調
査
対
象
の
中
で
は
、
九
分
五
十
秒
〜
十
四
分
三
十
四
秒

で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
一
薬
局
四
十
枚
で
一
薬
剤
師
が
必
要
と
し
て
い
る
現
状
に
概
ね
合
致
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
十
二
分
を
超
え
る
場
合
に
は
八
時
間
を
超
え
て
し
ま
う
こ
と
、
さ
ら
に
、
今
後
、
対
人
業
務
に
シ
フ
ト
す
る
中

で
、
一
処
方
箋
あ
た
り
の
時
間
が
増
え
る
の
か
減
る
の
か
、
さ
ら
に
、
薬
剤
師
の
業
務
の
見
直
し
等
の
中
で
、
引
き
続
き
検

討
す
べ
き
で
あ
る
。
」

先
般
、
厚
生
労
働
省
か
ら
説
明
を
受
け
た
際
、
こ
の
研
究
に
よ
っ
て
も
、
現
在
の
「
薬
局
並
び
に
店
舗
販
売
業
及
び
配
置

販
売
業
の
業
務
を
行
う
体
制
を
定
め
る
省
令
」
第
一
条
第
一
項
第
二
号
に
お
け
る
薬
剤
師
の
配
置
基
準
が
裏
付
け
ら
れ
る
と

の
説
明
が
あ
っ
た
と
理
解
し
て
い
る
。

一



（
�
）

上
記
報
告
書
の
認
識
を
政
府
と
し
て
共
有
し
て
い
る
か
。

（
�
）

上
記
報
告
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
十
薬
局
は
、
全
国
の
薬
局
の
実
態
を
反
映
す
る
の
に
適
切
な
サ
ン
プ
ル
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
か
。

（
�
）

処
方
箋
一
枚
に
要
す
る
時
間
を
十
二
分
、
薬
剤
師
一
人
あ
た
り
の
処
方
箋
を
一
日
四
十
枚
に
設
定
し
た
根
拠
や
経

緯
を
、
こ
れ
ら
の
数
字
が
過
去
に
増
減
し
た
か
も
含
め
説
明
あ
り
た
い
。

（
�
）

薬
剤
師
の
業
務
は
患
者
、
科
等
に
よ
り
か
な
り
異
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
眼
科
、
耳
鼻
咽
喉
科
及
び
歯
科
を
除
け

ば
、
処
方
箋
の
枚
数
が
一
律
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
何
故
か
。

（
�
）

薬
剤
師
の
員
数
基
準
を
検
討
す
る
に
際
し
、
例
え
ば
、
経
験
の
長
い
管
理
薬
剤
師
と
新
卒
の
一
般
薬
剤
師
を
同
じ

一
と
数
え
る
こ
と
は
適
切
と
考
え
て
い
る
か
。

二

答
弁
書
に
お
い
て
は
、
「
眼
科
、
耳
鼻
咽
喉
科
及
び
歯
科
の
処
方
箋
の
数
に
つ
い
て
は
、
薬
局
に
お
け
る
薬
剤
師
の
業
務

の
実
態
を
踏
ま
え
、
当
該
数
に
三
分
の
二
を
乗
じ
た
数
を
員
数
基
準
の
算
定
に
用
い
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
あ

る
。

（
�
）

何
故
、
眼
科
、
耳
鼻
咽
喉
科
及
び
歯
科
の
み
を
分
け
て
員
数
基
準
を
設
定
し
て
い
る
の
か
。

二



（
�
）

こ
こ
で
言
う
「
薬
剤
師
の
業
務
の
実
態
」
と
は
何
を
指
し
て
い
る
か
。

三

薬
剤
師
法
第
二
十
一
条
に
お
い
て
は
「
調
剤
に
従
事
す
る
薬
剤
師
は
求
め
が
あ
っ
た
場
合
、
正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
拒

ん
で
は
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
が
、
「
薬
局
並
び
に
店
舗
販
売
業
及
び
配
置
販
売
業
の
業
務
を
行
う
体
制
を
定
め
る
省
令
」

と
の
関
係
で
、
患
者
の
来
局
数
が
員
数
基
準
を
超
え
る
場
合
は
ど
ち
ら
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
か
。

四

医
師
、
歯
科
医
師
に
「
員
数
基
準
」
と
同
様
の
基
準
は
あ
る
の
か
。
無
い
場
合
、
そ
の
理
由
は
何
故
か
。

右
質
問
す
る
。

三


